
平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
提
出

質

問

第

九

六

号

農
業
委
員
会
の
法
的
位
置
づ
け
と
予
算
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

白

石

洋

一
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農
業
委
員
会
の
法
的
位
置
づ
け
と
予
算
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書

農
業
委
員
会
組
織
は
平
成
二
十
八
年
四
月
施
行
の
新
た
な
農
業
委
員
会
制
度
の
も
と
、
本
年
十
月
に
は
千
七
百
三
の
全
農
業

委
員
会
が
新
体
制
へ
移
行
し
、
中
山
間
の
大
規
模
化
の
難
し
い
農
地
の
多
い
愛
媛
県
で
も
「
農
地
利
用
の
最
適
化
」
へ
の
取
り

組
み
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

農
地
中
間
管
理
事
業
に
よ
る
農
地
の
利
用
集
積
の
た
め
に
も
、
農
業
委
員
会
の
役
割
は
零
細
農
家
の
多
い
愛
媛
県
等
で

は
、
特
に
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
農
業
委
員
会
が
行
う
「
農
地
所
有
者
・
耕
作
者
の
農
地
利
用
等
の
意
向
把
握
」
と
そ
れ

を
踏
ま
え
た
「
地
域
の
話
し
合
い
活
動
」
は
必
須
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
農
業
委
員
会
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割

は
、
法
令
上
、
明
確
化
・
具
体
化
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
と
今
後
の
取
り
組
み
を
示
さ
れ
た
い
。

二

右
記
の
農
業
委
員
会
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
た
め
、
政
府
の
「
農
業
委
員
会
交
付
金
」
、
「
農
地
利
用
最
適
化
交
付

金
」
、
「
機
構
集
積
支
援
事
業
」
の
予
算
は
、
特
に
中
山
間
農
地
と
零
細
農
家
の
多
い
愛
媛
県
等
で
は
確
実
な
確
保
が
必
要

と
さ
れ
る
が
、
政
府
の
平
成
三
十
一
年
度
の
措
置
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


